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平成２２年４月１日制定 

 

建設業法第２６条に規定する技術者の届出について 

 

市内事業者については、入札参加資格の登録手続き等に経営事項審査の申請時に提出する「技術職員

名簿」（受付印のあるもの）の写しの提出を求めていますが、「3 業種以上の登録」・「新たに雇用さ

れた技術者の登録」・「新たに取得した資格等の登録」の場合は、横須賀市の書式の「技術者届」、「実

務経験証明書」（実務経験での申請の場合のみ）を提出することによって、本市の技術者名簿に登載し、

契約時の資格及び雇用確認を省略することができます。 

なお、本制度の対象は原則市内事業者となります。 

 

提出書類（※）は、次のとおりです。 

１ 技術者届 

主任技術者として技術者名簿に登載する届け出の様式です。 

２ 実務経験証明書（実務経験での申請の場合のみ） 

建設業法で実務経験を要件としている主任技術者の資格がある場合に、その要件を技術者本人と

事業者が証明する様式です。 

なお、1 人の技術者が実務経験により主任技術者となれる建設業種は、最大 4 業種となります。 

また、4 業種に登録している場合で業種を変更しようとするときは、競争入札参加資格審査申請

時（更新）に限ります。 

３ 雇用が確認できる書類 

新たに技術者を登録しようとするときは、技術者本人の健康保険被保険者証等により、雇用確認

を行います。  

 

※「技術者届」及び「実務経験証明書」の書式は、横須賀市ホームページ > 「財務部 契約課」の

書式 からダウンロードできます。 

 



実務経験の場合の申請例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営事項審査の申請時に提出した技術職

員名簿（受付印の押印されたものの写し） 

を使用するケース 

   （記載は 2 業種まで） 

氏名  業種１  業種２ 

Ａ   土木   水道施設 

Ｂ   土木   舗装   

Ｃ   土木   電気   

Ｄ   建築        

経営事項審査の申請時に提出した技術職員名簿

では対応できないため、横須賀市の書式の「技術

者届」及び「実務経験証明書」を使用するケース 

     （記載は４業種まで） 

氏名 業種１  業種２  業種３  業種４ 

Ａ  土木  水道施設  造園       

Ｂ  土木  舗装    造園   管  

 

Ｄ  建築   土木            

Ｅ  塗装                 

 

新規登録申請時 
経営事項審査の申請時に提出した技術職員

名簿では対応できない場合、及び変更時 

経営事項審査の申請時に提出した技術職

員名簿（受付印の押印されたものの写し） 

を使用するケース 

   （記載は 2 業種まで） 

氏名  業種１  業種２ 

Ａ   土木   水道施設 

Ｂ   土木   造園   

              

Ｄ   建築   土木   

 

横須賀市の技術者名簿 

データベース 

登録更新時 

名簿どおりにデータベ
ースに入力されます。 
３業種以上の実務経験
を有する場合は横須賀
市の書式を併用してく
ださい。 

ケース２ Ｃさんが退
社したため技術職員名
簿から削除。 
ケース３ Ｄさんが新
たに土木の実務経験期
間を満たしたため横須
賀市データベースに追
加。 

・ケース４ 新規及び更新で３業種以上登録す
る場合。 

・ケース５ Ｂさんが管工事の実務経験年数に 
（変更） 達したため登録更新時期ではない

が業種を追加する場合。 
・ケース６ 新たにＥさんを雇用したが経審時 

（変更） の技術職員名簿に未記載のため追
加する場合。 

 
なお、ケース４で横須賀市の書式を使用する場
合は経営事項審査の申請時に提出した技術職
員名簿と併せて提出してください。 

ケース１ Ｂさんが造
園工事の実務経験年数
に達したため業種を記
載。この場合、以前登録
した横須賀市データベ
ース上の舗装の実務経
験は消えません。 



その他 

 
・本制度は新規登録時または登録更新時に提出する建設業法第 26 条に規定する技術者（主任技術者及び監理技術者）の本市への届出に

ついて、神奈川県等が行う経営事項審査の申請時に提出する技術職員名簿の写しをもって行っていたところですが、平成２０年４月か

ら同名簿に登載できる業種が最大で 2 業種となったために３業種以上の実務経験等を持っている人をあらかじめ横須賀市の技術者名

簿に登録しておくためのものです。 

 

・横須賀市の技術職員名簿に登録されていても、他に必要な資格がある案件については工事受注時に提出していただく場合がありますの

でご了承ください。（例 監理技術者証等） 

 

・横須賀市の書式の「技術者届」及び「実務経験証明書」を使用して実務経験を申請する場合、４業種まで登録可能です。ただしすでに

４業種登録している場合に業種を変更することは登録更新のとき以外は出来ません。 

 

・新規申請及び登録更新時の添付書類としては、経営事項審査の申請時に提出した技術職員名簿（記載は２業種まで）で業種数が足りて

いる場合は横須賀市の書式を使用せず、経営事項審査の申請時に提出した技術職員名簿のみを提出いただければ結構です。 



 
技術者届資格区分コード表 

 

コード 資 格 区 分  

００１ 法第７条第２号イ該当～学校卒業後実務経験 

００２ 法第７条第２号ロ該当～１０年の実務経験 

００３ 法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上）～大臣認定 

００４ 法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上）～大臣認定 

０９９ 法第7条第２号ハ該当～組み合わせによる実務経験 

 

コード 資 格 区 分  資 格 業 種  
資格取得後の 

実務経験 
「建設業法」に定める資格 

１１１ 1級建設機械施工技士 土・と・舗  

２１２ 2級建設機械施工技士（第１種～第６種） 土・と・舗  

１１３ １級土木施工管理技士 土・と・石・鋼・舗・し・塗・水  

２１４ ２級土木施工管理技士 土・と・石・鋼・舗・し・水  

２１５ ２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装） 塗  

２１６ ２級土木施工管理技士（薬液注入） と  

１２０ １級建築施工管理技士 建・大・左・と・石・屋・タ・鋼・ 

筋・板・ガ・塗・防・内・絶・具  
 

２２１ ２級建築施工管理技士 建  

２２２ ２級建築施工管理技士（軀体） 大・と・タ・鋼・筋   

２２３ ２級建築施工管理技士（仕上げ） 大・左・石・屋・タ・板・ガ・塗・防・ 
内・絶・具  

 

１２７ １級電気工事施工管理技士 電  

２２８ 2級電気工事施工管理技士 電  

１２９ 1級管工事施工管理技士 管  

２３０ 2級管工事施工管理技士 管  

１３３ 1級造園施工管理技士 園  

２３４ 2級造園施工管理技士 園  

「建築士法」に定める資格 

１３７ 1級建築士 建・大・屋・タ・鋼・内  

２３８ 2級建築士 建・大・屋・タ・内   

２３９ 木造建築士 大  

「技術士法」に定める資格 

１４１ 建設・総合技術監理（建設） 土・と・電・舗・し・園  

１４２ 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理（建 

設「鋼構造物及びコンクリート」） 
土・と・電・鋼・舗・し・園   

１４３ 農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」） 土・と  

１４４ 電気電子・総合技術監理（電気電子） 電・通  

１４５ 機械・総合技術監理（機械） 機  

１４６ 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理（機 
械「流体工学」又は「熱工学」） 

管・機  

１４７ 上下水道・総合技術監理（上下水道） 管・水  

１４８ 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理 
（上下水道「上水道及び工業用水道」） 

管・井・水  

１４９ 水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」） 土・と・し  

１５０ 森林「林業」・総合技術監理（森林「林業」） 園  

１５１ 森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」） 土・と・園  

１５２ 衛生工学・総合技術監理（衛生工学） 管  

１５３ 衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学「水 
質管理」） 

管・水  

１５４ 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理（衛生工学 
「廃棄物管理」） 

管・水・清  

「電気工事士法」、「電気事業法」に定める資格 

１５５ 第一種電気工事士   

２５６ 第二種電気工事士  ３年 

２５８ 電気主任技術者（第１種～第３種）  ５年 

「電気通信事業法」に定める資格 

２５９ 電気通信主任技術者 通 ５年 

 
 
 
 
 



コード 資 格 区 分  資 格 業 種  
資格取得後の 

実務経験 
「消防法」に定める資格  

１６８ 甲種消防設備士 消  

１６９ 乙種消防設備士 消  

「職業能力開発促進法」に定める資格 

１７１ 建築大工（１級） 大  

２７１ 建築大工（２級） 大 3年 

１６４ 型枠施工（１級） 大・と  

２６４ 型枠施工（2級） 大・と 3年 

１７２ 左官（１級） 左  

２７２ 左官（２級） 左 3年 

１５７ とび（１級）・とび工（１級） と・解  

２５７ とび（2級）・とび工（2級） と・解 3年 

１７３ コンクリート圧送施工（１級） と  

２７３ コンクリート圧送施工（2級） と 3年 

１６６ ウェルポイント施工（1級） と  

２６６ ウェルポイント施工（2級） と 3年 

１７４ 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（1 
級） 

管  

２７４ 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（2 
級） 

管 3年 

１７５ 給排水衛生設備配管（1級） 管  

２７５ 給排水衛生設備配管（2級） 管 3年 

１７６ 配管（1級）・配管工（1級） 管  

２７６ 配管（2級）・配管工（2級） 管 3年 

１７７ タイル張り（1級）・タイル張り工（1級） タ  

２７７ タイル張り（2級）・タイル張り工（2級） タ 3年 

１７８ 築炉（1級）・築炉工（1級）・れんが積み タ  

２７８ 築炉（2級）・築炉工（2級） タ 3年 

１７９ ブロック建築（１級）・ブロック建築工（１級） 
コンクリート積みブロック施工 

石・タ  

２７９ ブロック建築（2級）・ブロック建築工（2級） 石・タ 3年 

１８０ 石工（１級）・石材施工（１級）・石積み（１級） 石  

２８０ 石工（2級）・石材施工（2級）・石積み（2級） 石 3年 

１８１ 鉄工（１級）・製罐（１級） 鋼  

２８１ 鉄工（2級）・製罐（2級） 鋼 3年 

１８２ 鉄筋組立て（１級）・鉄筋施工（１級） 筋  

２８２ 鉄筋組立て（2級）・鉄筋施工（2級） 筋 3年 

１８３ 工場板金（１級） 板  

２８３ 工場板金（２級） 板 3年 

１８４ 
板金「建築板金作業」（１級） 

建築板金（１級） 
板金工「建築板金作業」（１級） 

屋・板  
 

２８４ 
板金「建築板金作業」（2級） 

建築板金（2級） 
板金工「建築板金作業」（2級） 

屋・板 3年 

１８５ 板金（１級）・板金工（１級） 
打出し板金（１級） 

板   

２８５ 板金（2級）・板金工（2級） 
打出し板金（2級） 

板  3年 

１８６ かわらぶき（１級）・スレート施工（１級） 屋  

２８６ かわらぶき（2級）・スレート施工（2級） 屋 3年 

１８７ ガラス施工（１級） ガ  

２８７ ガラス施工（２級） ガ 3年 

１８８ 塗装（１級）・木工塗装（１級） 

木工塗装工（１級） 
塗  

２８８ 塗装（2級）・木工塗装（2級） 
木工塗装工（2級） 

塗 3年 

１８９ 建築塗装（１級）・建築塗装工（１級） 塗  

２８９ 建築塗装（2級）・建築塗装工（2級） 塗 3年 

１９０ 金属塗装（１級）・金属塗装工（１級） 塗  

２９０ 金属塗装（2級）・金属塗装工（2級） 塗 3年 

１９１ 噴霧塗装（１級） 塗  

２９１ 噴霧塗装（２級） 塗 3年 

 



 

コード 資 格 区 分  資 格 業 種  
資格取得後の 

実務経験 
 １６７ 路面表示施工 塗  

１９２ 畳製作（１級）・畳工（１級） 内   

２９２ 畳製作（2級）・畳工（2級） 内  3年 

 

１９３ 

内装仕上げ施工（１級）・カーテン施工（１級） 

天井仕上げ施行（１級） 

床仕上げ施工（１級）・表装（１級） 

表具（１級）・表具工（１級） 

 

内 

 

 

２９３ 

内装仕上げ施工（2級）・カーテン施工（2級） 

天井仕上げ施行（2級） 

床仕上げ施工（2級）・表装（2級） 

表具（2級）・表具工（2級） 

 

内 

 

3年 

１９４ 熱絶縁施工（１級） 絶  

２９４ 熱絶縁施工（２級） 絶 3年 

 

１９５ 

建具製作（１級）・建具工（１級） 

木工（１級）・カーテンウォール施工（１級）  

サッシ施工（１級） 

 

具 

 

 

２９５ 

建具製作（2級）・建具工（2級） 

木工（2級）・カーテンウォール施工（2級）  

サッシ施工（2級） 

 

具 

 

3年 

１９６ 造園（１級） 園  

２９６ 造園（２級） 園 3年 

１９７ 防水施工（１級） 防  

２９７ 防水施工（２級） 防 3年 

１９８ さく井（１級） 井  

２９８ さく井（２級） 井 3年 

「水道法」に規定する資格 

２６５ 給水装置工事主任技術者 管 １年 

その他 

０６１ 地すべり防止工事 と・井 １年 

０６２ 建築設備士 電・管 １年 

０６３ 計装 電・管 １年 

０６０ 解体工事 解  

０６４ 基幹技能者 ※  

※基幹技能者で申請できる業種は、登録基幹技能者講習修了証に記載されている業種の範囲内で申請が可能です。 

 



 
実務経験有資格区分コード表  

コード 要 件 等  

００１ 
当該業種について、高校の所定学科（旧実業高校を含む）を卒業後5 年以上、大学の所定学科（高等専門学校・

旧専門学校を含む）を卒業後3年以上の実務経験を持つ者（専門学校は該当しません） 

００２ 当該業種について10年以上の実務経験を持つ者 

００３ 
特定建設業の技術者の資格に関して、国土交通大臣の発行する特別認定を持つ者 

００４ 

０９９ 組み合わせに限り、併せて12年以上の実務経験があり、かつ、当該業種の実務経験が8年以上ある者 

 
 

所定学科一覧表 
（法第７条第２号イ該当者） 

技術者として申請しようとする建設業 学 科  

土木工事業 

舗装工事業 

土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に

関する学科を含む。以下この表において同じ。）、都市工学、衛生工学又は

交通工学に関する学科 

建築工事業 

大工工事業 

ガラス工事業 

内装仕上工事業 

建築学又は都市工学に関する学科 

左官工事業 

とび・土工工事業 

石工事業 

屋根工事業 

タイル・れんが・ブロック工事業 

塗装工事業 

防水工事業 

解体工事業 

土木工学又は建築学に関する学科 

 

電気工事業 

電気通信工事業 

電気工学又は電気通信工学に関する学科 

管工事業 

水道施設工事業 

清掃施設工事業 

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 

鋼構造物工事業 

鉄筋工事業 

熱絶縁工事業 

土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 

しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科 

板金工事業 

建具工事業 

建築学又は機械工学に関する学科 

機械器具設置工事業 

消防施設工事業 

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 

造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 

さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 

 
 
 
 



 
業種コード表 

コード 工事種類 コード 工事種類 

０１ 土木一式工事 １６ ガラス工事 

０２ 建築一式工事 １７ 塗装工事 

０３ 大工工事 １８ 防水工事 

０４ 左官工事 １９ 内装仕上工事 

０５ とび・土工・コンクリート工事 ２０ 機械器具設置工事 

０６ 石工事 ２１ 熱絶縁工事 

０７ 屋根工事 ２２ 電気通信工事 

０８ 電気工事 ２３ 造園工事 

０９ 管工事 ２４ さく井工事 

１０ タイル・れんが・ブロック工事 ２５ 建具工事 

１１ 鋼構造物工事 ２６ 水道施設工事 

１２ 鉄筋工事 ２７ 消防施設工事 

１３ 舗装工事 ２８ 清掃施設工事 

１４ しゅんせつ工事 ２９ 解体工事 

１５ 板金工事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

実務経験コード０９９で評価対象となる組み合わせ 

○対象となる業種と組み合わせることができる業種 

評価対象業種とその他の業種（下表の組み合わせに限る）を合わせて12年以上の実務経験があり、か

つ、評価対象とする業種の実務経験が8年以上ある場合、技術職員名簿に記載できます。これにより、実務

経験のみで技術者になる場合の経験年数が短縮されます。 

 

評価対象業種（業種コード） 組み合わせることができる業種 

大工工事（03） 建築一式工事・内装仕上工事 

とび・土工・コンクリート工事（05） 土木一式工事・解体工事 

屋根工事（07） 建築一式工事 

しゅんせつ工事（14） 土木一式工事 

ガラス工事（16） 建築一式工事 

防水工事（18） 建築一式工事 

内装仕上工事（19） 建築一式工事・大工工事 

熱絶縁工事（21） 建築一式工事 

水道施設工事（26） 土木一式工事 

解体工事（29） 土木一式工事・建築一式工事・とび・土工工事 

 

 



 

＜例1＞ 

大工工事8年、建築一式工事4年（合わせて12年） 大工工事の技術者として申請できる。 

→ 業種コード03（大工）  有資格区分コード0 9 9  を記入 

 
＜例2＞ 

建築一式工事10年、大工工事8年（合わせて18年） 建築一式と大工工事の技術者として申請できる。 

→ 業種コード02（建築一式） 有資格区分コード002 （10年実務） を記入 

業種コード03（大工）  有資格区分コード099 を記入。 

 
＜例3＞ 

大工工事8年、内装仕上工事8年（合わせて16年）  大工工事と内装仕上工事の技術者として申請できる。 

→ 業種コード03（大工）  有資格区分コード 099 を記入 

業種コード19（内装仕上）  有資格区分コード 099 を記入 

 

＜例4＞ 

建築一式工事8年、大工工事4年（合わせて12年） どちらの技術者としても申請できない。 

 

 

 

平成２８年６月１日改正 


